
涌谷出張所では、堤防などの河川管理施設に異状が無いか、ゴミの不
法投棄がないかなど、定期的に河川を巡回して確認しています。
毎年、家庭ゴミや家電ゴミ、粗大ゴミなどの河川への不法投棄が、

後を絶ちません。
河川、そして地域の環境を守るため、ゴミは不法投棄せずに各地域

で定められた方法で処分しましょう。皆さまのご協力をお願いします。

〈令和７年９月３０日〉

いつもきれいな川に～河川にゴミを捨てないでください！～

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 涌谷出張所
〒987-0012  宮城県遠田郡涌谷町字桑木荒156-1

ＴＥＬ 0229(43)3218 ＦＡＸ 0229(43)6076

北上川下流河川事務所ホームページ

ＵＲＬ： https://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index.html

北上川下流河川事務所公式SNSもご覧ください！★川や堤防の異常、変状などを発見した場合は、お手数ですがご連絡ください★

河川へのゴミの不法投棄は違法行為です！

河川への不法投棄は、法律により厳しく罰せられます。
【罰則規定】

★河川法 ３ヶ月以下の懲役又は２０万円以下の罰金
★廃棄物の処理及び清掃に関する法律

５年以下の懲役若しくは１,０００万円以下の罰金、又はその両方

不法投棄を発見しだい、警告看板
を設置するほか、警察へ通報し、

原因者を特定します。

悪質な場合は、記者発表を
行って広く周知します。



涌谷出張所管内で実施している工事についてお知らせします。
工事の実施状況は、出張所だよりとＳＮＳで情報提供していきます。

涌谷出張所では、河川の伐採木を一般の方に無償提供します。
薪など燃料としてお使いください。
提供は先着順です。伐採木が無くなりしだい提供終了となります。
お申し込み、お問合せは涌谷出張所までお願いします。

旧北上川・江合川で工事をしています


